職　務　経　歴　書　Ｂ（採 用 要 件 別 形 式）
－知財戦略エキスパート－

氏　名：　　　　　　　　　　　　
作成日：　令和　　年　　月　　日

	知財戦略エキスパートの要件
	左記要件を担保する職務経歴等

	知財戦略エキスパートの必須要件
	（1）知的財産制度及び知的財産マネジメントに関する高度な専門的知識を有し、企業・大学等の知的財産管理部門、法務部門、経営企画部門のうち少なくとも1つの部門において十分な実務経験を有すること、又は、知的財産制度及び知的財産マネジメントに関する高度な専門的知識を有し、特許事務所等においてスタートアップ支援等の十分な実務経験を有すること


	

	
	（2）知財活用関連（訴訟等の権利行使、契約等）の知的財産マネジメントについて十分な実務経験を有すること
	

	
	（3）企業・大学等の相談者から実情を聞き出した上で状況を的確に把握し、相談者の課題・ニーズを抽出するための十分なコミュニケーション能力および洞察力を有すること
	

	
	（4）常に改善のための創意工夫や、スキルアップに向けた自己研鑽のための努力を持続できること
	

	
	（5）公的機関の職員として、秘密保持義務、職務専念義務を遵守する意思を有し、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を理解し、そのような行為を行わない意思を有していること
	





	選択的必須要件
	（6）海外駐在経験（少なくとも2年程度）もしくはこれに相当する経験を有し、当該駐在国における知財活用関連（訴訟等の権利行使、契約等）の知的財産マネジメントについて十分な実務経験を有すること
	

	
	（7）スタートアップにおける知財管理や知財戦略策定等について、十分な実務経験又は十分な支援経験を有すること
	

	
	（8）大学や研究機関における研究開発プロジェクト等に関して、知財の視点から研究開発成果の社会実装を見据えた戦略の策定及びマネジメントについて十分な実務経験又は十分な支援経験を有すること
	

	
	（9）企業・大学等において、オープン&クローズ戦略の立案や、標準化（JIS、ISO等）、営業秘密管理における十分な実務経験を有すること
	

	
	(10) 企業・大学等において、ブランド管理やブランド戦略策定等について十分な実務経験又は支援経験を有すること
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